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弘前大学動物実験に関する教育訓練の実施について（通知）

標記のことについて，弘前大学動物実験に関する規程において，学長は，動物実験責任者，
動物実験実施者及び飼養者に対し，委員会の実施する教育訓練を受けさせなければならない
と規定されています。

つきましては，下記のとおり教育訓練を実施しますので，貴部局内の周知方よろしくお願
いします。

また，特に，受講対象者で昨年度までに教育訓練を受講していない方は，必ず受講するよ
うお願いします。

なお，受講されない場合，今後の動物実験計画等の承認の際に支障をきたすこともありま
すので，ご留意願います。

記
１ 日時等

地 区 日 時 会 場

本町地区 4月22日(木) 17:00～（45分程度） 医学部臨床講義棟地下1階 臨床小講義室

２ 対象者
・動物実験計画書に記載の動物実験責任者及び動物実験実施者
・飼養保管施設設置承認申請書に記載の飼養者
※教育訓練の有効期間は５年間としていることから，平成２０，２１年度に受講され
た方は，受講の必要はありません。

３ 講習内容等
・関係法令等及び本学の定める規程，動物実験等の方法に関する基本的事項，実験動

物の飼養保管に関する基本的事項，安全管理に関する事項，その他適切な動物実験
等の実施に関する事項

４ その他
・当日は，出席を確認します。
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